
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号

私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
令

内
閣
は
、
私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律

第
六
十
一
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
九
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制

定
す
る
。

（
法
第
四
条
第
二
項
の
経
常
的
経
費
の
範
囲
）

第
一
条
　
私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
経
常
的
経
費

の
範
囲
は
、
次
に
掲
げ
る
経
費
と
す
る
。

一
　
専
任
教
員
等
（
私
立
大
学
又
は
私
立
高
等
専
門
学

校
（
以
下
「
私
立
大
学
等
」
と
い
う
。
）
の
専
任
の

学
長
、
校
長
、
副
学
長
、
学
部
長
、
教
授
、
准
教

授
、
助
教
、
講
師
及
び
助
手
と
し
て
文
部
科
学
大
臣

が
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
給
与
に
要

す
る
経
費

二
　
専
任
職
員
（
専
任
教
員
等
以
外
の
私
立
大
学
等
の

職
員
の
う
ち
、
専
任
の
職
員
と
し
て
文
部
科
学
大
臣

が
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
給
与
に
要

す
る
経
費

三
　
非
常
勤
教
員
（
私
立
大
学
等
の
専
任
で
な
い
教

授
、
准
教
授
及
び
講
師
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定

め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
給
与
に
要
す
る

経
費

四
　
専
任
教
員
等
、
専
任
職
員
及
び
非
常
勤
教
員
に
つ

い
て
の
労
働
者
災
害
補
償
保
険
の
保
険
給
付
に
係
る

保
険
料
と
し
て
負
担
す
る
経
費

五
　
専
任
教
員
等
、
専
任
職
員
及
び
非
常
勤
教
員
に
つ

い
て
の
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十

六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
雇
用
保
険
事
業
に
係
る

保
険
料
と
し
て
負
担
す
る
経
費

六
　
専
任
教
員
等
及
び
専
任
職
員
に
つ
い
て
の
私
立
学

校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四

十
五
号
）
に
よ
る
退
職
等
年
金
給
付
に
係
る
掛
金
及

び
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
に
係
る
保
険
料
と
し

て
負
担
す
る
経
費

七
　
学
生
の
教
育
又
は
専
任
教
員
等
が
行
う
研
究
に
直

接
必
要
な
機
械
器
具
若
し
く
は
備
品
、
図
書
又
は
消

耗
品
の
購
入
費
、
光
熱
水
料
そ
の
他
の
経
費
で
文
部

科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の

八
　
学
生
の
厚
生
補
導
に
直
接
必
要
な
備
品
、
図
書
又

は
消
耗
品
の
購
入
費
、
光
熱
水
料
、
謝
金
、
旅
費
そ

の
他
の
経
費
で
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の

九
　
専
任
教
員
等
の
研
究
の
た
め
の
内
国
旅
行
に
要
す

る
旅
費

十
　
専
任
教
員
等
、
専
任
職
員
及
び
私
立
大
学
等
を
設

置
す
る
学
校
法
人
の
専
任
の
役
員
と
し
て
文
部
科
学

大
臣
が
定
め
る
者
の
研
究
の
た
め
の
外
国
旅
行
（
文

部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
要
す

る
旅
費

十
一
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
文
部
科
学
大

臣
が
指
定
す
る
教
育
又
は
研
究
に
直
接
必
要
な
謝
金

そ
の
他
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
経
費

２
　
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
給
与
の
範
囲
並
び

に
同
項
第
九
号
及
び
第
十
号
の
旅
費
の
種
類
は
、
文
部

科
学
大
臣
が
定
め
る
。

（
法
第
四
条
第
二
項
の
経
常
的
経
費
の
算
定
方
法
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
経
常
的
経
費
は
、
各
私
立

大
学
等
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
経
費

ご
と
に
、
当
該
私
立
大
学
等
を
設
置
す
る
学
校
法
人
が

支
出
し
た
金
額
を
限
度
と
し
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て

は
、
専
任
教
員
等
一
人
当
た
り
の
年
間
標
準
給
与
費

の
額
（
給
与
に
要
す
る
経
費
に
係
る
補
助
金
の
額
の

算
定
の
基
礎
と
な
る
額
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定

め
る
額
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
文
部

科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
私
立
大
学

等
の
専
任
教
員
等
一
人
当
た
り
の
年
間
平
均
給
与
費

の
額
に
応
じ
て
補
正
し
て
得
た
金
額
に
、
当
該
専
任

教
員
等
の
数
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

二
　
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て

は
、
専
任
職
員
一
人
当
た
り
の
年
間
標
準
給
与
費
の

額
を
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該

私
立
大
学
等
の
専
任
職
員
一
人
当
た
り
の
年
間
平
均

給
与
費
の
額
に
応
じ
て
補
正
し
て
得
た
金
額
に
、
当

該
専
任
職
員
の
数
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

三
　
前
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て

は
、
当
該
経
費
に
係
る
補
助
金
の
額
の
算
定
の
基
礎

と
な
る
額
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
専
任
教

員
等
一
人
当
た
り
の
金
額
及
び
学
生
一
人
当
た
り
の

金
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
私
立
大
学
等
の
専
任
教
員

等
の
数
及
び
学
則
で
定
め
た
収
容
定
員
（
在
学
し
て

い
る
学
生
の
数
が
当
該
収
容
定
員
に
満
た
な
い
場
合

に
は
、
在
学
し
て
い
る
学
生
の
数
と
す
る
。
）
を
乗

じ
て
得
た
金
額
を
合
計
し
て
算
定
す
る
。

四
　
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八

号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て

は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
経
費
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
文

部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

２
　
前
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
専
任
教
員
等
の
数
、
同

項
第
二
号
の
専
任
職
員
の
数
並
び
に
同
項
第
三
号
の
学

生
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
四
条
第
一
項
の
補
助
金
の
額
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
補
助
の

金
額
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
を
合
計
し
た
金
額
と
す

る
。

一
　
前
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
金

額
に
十
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額

二
　
前
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
金

額
に
十
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額

三
　
前
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
金

額
に
十
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額

四
　
前
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
金

額
の
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額

２
　
法
第
五
条
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
の
額

の
減
額
又
は
増
額
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
九
条
の
国
の
補
助
）

第
四
条
　
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
補
助
の
金
額

は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
を
合
計
し
た
金
額
と
す
る
。

一
　
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
私
立
の
幼
稚
園
、
小
学

校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等

教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
若
し
く
は
幼
保
連
携
型

認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
小
学
校

等
」
と
い
う
。
）
又
は
課
程
（
学
校
教
育
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
第
二
十
三

条
第
一
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
広
域
の
通
信
制
の

課
程
を
除
く
。
）
の
区
分
ご
と
に
、
都
道
府
県
が
行

う
私
立
の
小
学
校
等
の
経
常
的
経
費
に
対
す
る
補
助

（
次
号
に
定
め
る
事
由
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）
の

金
額
を
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
私
立
の
小

学
校
等
（
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

の
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
児
童
等
」
と
い
う
。
）
の
数
で
除
し
て
得
た
金
額
に

応
じ
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
児
童
等
一
人
当
た
り

の
金
額
（
特
別
の
事
情
が
あ
る
都
道
府
県
に
係
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
金
額
を
文
部
科
学
大
臣
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
正
し
て
得
た
金
額
）
に
当
該

小
学
校
等
の
学
則
で
定
め
た
収
容
定
員
（
在
学
し
て

い
る
児
童
等
の
数
が
当
該
収
容
定
員
に
満
た
な
い
場

合
に
は
、
在
学
し
て
い
る
児
童
等
の
数
と
す
る
。
）

の
合
計
数
を
乗
じ
、
そ
の
乗
じ
て
得
た
金
額
を
合
計

し
た
金
額

二
　
都
道
府
県
が
次
の
事
由
に
基
づ
い
て
行
う
私
立
の

小
学
校
等
の
経
常
的
経
費
に
対
す
る
補
助
で
文
部
科

学
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
文
部
科
学
大
臣

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額

イ
　
教
育
指
導
の
改
善
、
海
外
か
ら
帰
国
し
た
児
童

又
は
生
徒
を
入
学
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
で

あ
つ
て
社
会
の
変
化
に
対
応
し
た
教
育
の
改
革
に

資
す
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も

の
を
講
じ
て
い
る
私
立
の
小
学
校
等
で
あ
る
こ

と
。

ロ
　
障
害
の
あ
る
幼
児
が
在
学
し
て
い
る
私
立
の
幼

稚
園
若
し
く
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
又
は

特
別
支
援
学
級
を
置
く
私
立
の
小
学
校
（
義
務
教

育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
若
し
く
は
中
学

校
（
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
中
等
教
育

学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
中
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
を
卒
業
す
る
者
の

減
少
が
見
込
ま
れ
る
地
域
と
し
て
文
部
科
学
大
臣

が
定
め
る
地
域
内
の
私
立
の
高
等
学
校
で
あ
る
こ

と
。

２
　
前
項
の
児
童
等
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
文
部
科

学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）

第
五
条
　
文
部
科
学
大
臣
は
、
第
一
条
か
ら
前
条
ま
で
の

規
定
に
よ
る
定
め
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
財
務
大
臣
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十

一
年
度
の
国
庫
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

（
国
の
貸
付
金
の
償
還
期
間
等
）

２
　
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、

五
年
（
二
年
の
据
置
期
間
を
含
む
。
）
と
す
る
。

３
　
前
項
の
期
間
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式

の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
八
十

六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準

用
さ
れ
る
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
決
定
（
以
下

「
貸
付
決
定
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
当
該
貸
付
決
定
に

係
る
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
貸
付

金
（
以
下
「
国
の
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
完

了
し
た
日
（
そ
の
日
が
当
該
貸
付
決
定
が
あ
つ
た
日
の

属
す
る
年
度
の
末
日
の
前
日
以
後
の
日
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
年
度
の
末
日
の
前
々
日
）
の
翌
日
か
ら
起
算

す
る
。

４
　
国
の
貸
付
金
の
償
還
は
、
均
等
年
賦
償
還
の
方
法
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

５
　
国
は
、
国
の
財
政
状
況
を
勘
案
し
、
相
当
と
認
め
る

と
き
は
、
国
の
貸
付
金
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
償
還
期
限
を
繰
り

上
げ
て
償
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

1



６
　
法
附
則
第
三
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、

前
項
の
規
定
に
よ
り
償
還
期
限
を
繰
り
上
げ
て
償
還
を

行
つ
た
場
合
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
一
月
二
九
日
政
令
第

三
一
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
二
年

度
の
国
庫
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
三
月
二
日
政
令
第
二
八

号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
条
第
一
項
の
規
定

は
、
昭
和
五
十
三
年
度
の
国
庫
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
三
月
四
日
政
令
第
一
四

号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
令
の
規
定
は
、
昭
和
五
十

四
年
度
の
国
庫
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
二
月
二
四
日
政
令
第
一

六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

私
立
学
校
振
興
助
成
法
施
行
令
の
規
定
は
、
昭
和
五
十

五
年
度
の
国
庫
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
二
四
日
政
令
第
一
八

六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

第
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
六
年
度
の
国
庫
補
助

金
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
〇
日
政
令
第
三

五
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
政
令
第

三
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

六
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
八
日
政
令
第
二
七

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
六
日
政
令
第
七

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一

〇
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
二
日
政
令
第
五

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
八
日
政
令
第
六

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
一
二
日
政
令
第

三
六
三
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
五
月
二
日
政
令
第
一
一

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

三
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
就
学

前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提

供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
三
〇
日
政
令
第
三

四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
一
六
日
政
令
第

四
二
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
一
日
政
令
第
二
三

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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